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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成25年３月８日開催の当社取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を

平成25年３月下旬開催予定の当社第11期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

(1) 社外取締役に適切な有能な人材の確保を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう

にするため、会社法第４２７条第１項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第２９

条（社外取締役の責任免除）の規定を新設するものであります。 

 

(2) 上記の新設にともない、必要となる条数を一部繰り下げ整理するほか、定款全般にわたる見

直しを行い、会社法に基づいて必要な規定の加除、修正、字句の統一等所要の変更を行うも

のであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総  則 

 

第１条 （条文省略） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．～３．（条文省略） 

 

第１章 総  則 

 

第１条 （現行どおり） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．～３．（現行どおり） 

 



 

 

 

現 行 定 款 変  更  案 

４．医薬品・医療用器材及び医療用消耗品の

販売業務 

５．～６．（条文省略） 

７．医薬品・医療用具・医薬部外品・化粧品

の製造及び輸出入 

８．（条文省略） 

 

第３条～第５条   （条文省略） 

 

第２章 株  式 

 

第６条～第８条   （条文省略） 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主は、その有する単元未満株式に

ついて次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることができない。 

 ①会社法第１８９条第２項各号に掲げる権

利 

 ②会社法第１６６条第１項の規定による請

求をする権利 

 ③会株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第１０条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

    ２． 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取

締役会の決議によって定める。 

    ３． 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作

成並びにこれらの備置きその他の株主名簿

及び新株予約権原簿に関する事務は株主名

簿管理人に委託し、当会社においてはこれを

取扱わない。 

 

第１１条 （条文省略） 

 

第３章  株主総会 

 

第１２条～第１８条  (条文省略) 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

第１９条～第２８条  （条文省略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

４．医薬品・医療用器材および医療用消耗品

の販売業務 

５．～６．（現行どおり） 

７．医薬品・医療用具・医薬部外品・化粧品

の製造および輸出入 

８．（現行どおり） 

 

第３条～第５条   （現行どおり） 

 

第２章 株  式 

 

第６条～第８条   （現行どおり） 

 
（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主は、その有する単元未満株式に

ついて次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることができない。 

 １．会社法第１８９条第２項各号に掲げる

権利 

 ２．会社法第１６６条第１項の規定による

請求をする権利 

 ３．株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当ておよび募集新株予約権の割当

てを受ける権利 

 

（株主名簿管理人） 

第１０条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

    ２． 株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定める。 

    ３． 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の

作成ならびにこれらの備置きその他の株主

名簿および新株予約権原簿に関する事務は

株主名簿管理人に委託し、当会社においては

これを取扱わない。 

 

第１１条 （現行どおり） 

 

第３章  株主総会 

 

第１２条～第１８条  (現行どおり) 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

第１９条～第２８条  （現行どおり） 

 

（社外取締役の責任免除） 

第２９条 当会社は、社外取締役との間で、会社法第４

２３条第１項の責任につき、善意でかつ重大

な過失がない場合は、法令の定める限度額の

範囲内で、その責任を限定する契約を締結す

ることができる。 



 

 

 

現 行 定 款 変  更  案 

第５章 監査役および監査役会 

 

第２９条～第３８条  （条文省略） 

 

第６章 会計監査人 

 

第３９条～第４０条  （条文省略） 

 

（新 設） 

 

 

 

第７章 計  算 

 

第４１条～第４３条  (条文省略) 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第４４条 （条文省略） 

（新 設） 

 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

第３０条～第３９条  （現行どおり） 

 

第６章 会計監査人 

 

第４０条～第４１条  （現行どおり） 

 

（会計監査人の報酬） 

第４２条 会計監査人の報酬等は代表取締役が監査役

会の同意を得て定める。 

 

第７章 計  算 

 

第４３条～第４５条  (現行どおり) 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第４６条 （現行どおり） 

    ２． 未払の配当金には利息をつけない。 

 

 

 

以 上 

 


